
※1 事業リスク：主として事業推進･利益獲得のために取るリスク。開発リスク、リーシングリスク、マーケットリスクなど。
※2 業務リスク：業務遂行上のオペレーショナルリスク。被災リスク、システムリスク、事務リスク、コンプライアンスなど。
※3 詳細は有価証券報告書をご参照ください。　https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/ir/library/fs/pdf/YUHO_2203.pdf

「経営会議」により当社および当社グループのリスクマネジメント全体を統括するとともに、「業務委員会」が事業リスク※1を、「リスクマネジメ

ント委員会」が業務リスク※2を、それぞれマネジメントしています。

「リスクマネジメント委員会」は原則毎月1回開催し、業務リスクの抽出、対応策や再発防止策の検討·立案などのほか、必要に応じて全社

やグループ会社への情報共有などを実施しています。

取締役会

社長

リスクマネジメント委員会
（業務リスク）※2

業務委員会
（事業リスク）※1

リスクマネジメント体制

経営会議

価値創造の取り組みと基盤づくり　｜　価値創造の基盤

リスクマネジメント

主要なリスク※3

当社グループの事業リスク

①経済環境の変化によるリスク

②市場金利に関するリスク

③資金調達リスク

④不動産事業における競合リスク

⑤不動産開発リスク

⑥賃貸収入に関するリスク

⑦海外事業に伴うリスク

⑧外部業者に関するリスク

⑨資産価値変動リスク

⑩営業原価変動リスク

⑪気候変動リスク

⑫自然災害、人災等のリスク

⑬環境リスク

⑭感染症リスク

⑮地政学的リスク

当社グループの業務リスク

①法令遵守に関するリスク

②法令・政策の変更に関するリスク

③訴訟・紛争リスク

④利益相反リスク

⑤内部統制・会計に関するリスク

⑥サイバーセキュリティに関するリスク

⑦多様な人材確保に関するリスク

（1）保有銘柄

銘柄数 128
（うち上場株式57）

貸借対照表計上額 7,415億円
（うち上場株式7,301億円）

（2）主要銘柄：株式会社オリエンタルランド

持合の有無 無

貸借対照表計上額 5,594億円

売却実績
（三井不動産（株）単体）

2019年度：96万株（129億円）
2020年度：300万株（456億円）
2021年度：300万株（484億円）

保有経緯・目的

当社は1960年の同社設立に携わり、当時より同
社株式を保有しております。当社グループが運
営・管理する千葉県浦安市所在の三井ガーデン
ホテルプラナ東京ベイは、東京ディズニーリゾート
のパートナーホテルであり、また、当社は同社が運
営する東京ディズニーランド、東京ディズニーシー
のオフィシャルスポンサーであることから、当社グ
ループの事業活動の円滑な推進および事業機
会創出において有用性があると考えております。

社外取締役・社外監査役の独立性

当社は、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていた

だくこと、ならびに取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に

向け適切な役割を果たしていただくことを期待して、社外取締役を

選任しています。また、客観的な立場から専門的な知識と豊富な経

験に基づき取締役の職務の執行を監査していただくことを期待し

て、社外監査役を選任しています。

また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件

などを踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、特別

の利害関係がないこと、および当社経営の健全性·透明性を高める

にあたり、客観的かつ公平公正な判断をなし得る資質を有している

ことを独立性の判断基準としています。

なお、社外取締役・社外監査役の選任理由については、P.95、

96をご参照ください。

政策保有株式

当社は、政策保有株式の保有状況を継続的に見直しており、定

量的な保有の合理性や取引先との関係をふまえた保有意義を確

認したうえで、縮減する方針としております。なお、当社は、事業戦

略、取引先との関係等を総合的に勘案し、当社グループの企業価

値を向上させるため中長期的な観点において経営戦略上有効と

考えられる上場株式を純投資目的以外の株式（政策保有株式）と

して保有しております。

政策保有株式に関する縮減方針

当社は、議決権を行使するにあたり、投資先企業の中長期的な

企業価値向上、株主還元向上につながるかどうか等の視点に立

ち、総合的に判断を行っております。

また、以下のような重要な議案については、当社の社内基準に

基づき個別に精査したうえで議案への賛否を適切に判断します。

（剰余金処分、取締役・監査役の選解任、役員報酬・退職慰労金

贈呈、定款変更等）

詳細については、コーポレート・ガバナンス報告書をご参照ください。
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/governance/download/
governance_report.pdf

議決権行使基準

政策保有株式の状況（2021年度末時点）

2018年12月の縮減方針策定以降、1,187億円、1,356万株、

18銘柄の株式を売却しております。

【売却実績の内訳】（三井不動産（株）単体）
● 2019年度：203億円（357万株、13銘柄）
● 2020年度：459億円（506万株、3銘柄）
● 2021年度：507億円（365万株、4銘柄）

政策保有株式の売却実績

保有の合理性の検証においては、保有に伴う便益・リスク等が

資本コストに見合っているかという検証を行い、さらに取引実績・

安定した資金調達・事業機会創出等の観点から保有意義を確認

するとともに、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する

かを検証しております。

2022年5月13日開催の取締役会において、個別銘柄ごとの定

量的な保有の合理性や取引先との関係をふまえた保有意義を確

認し、保有の適否について検証いたしました。その結果、保有の合

理性や保有意義が薄れた銘柄については、株式市場への影響等

も勘案し売却の検討を進めます。

取締役会における保有合理性の検証
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